
2021 年 5 月 27 日 

株式会社 千葉興業銀行 

 

株主総会情報を更新しました。 

「第 99回定時株主総会決議ご通知」を掲載しております。 

  

「第 99回定時株主総会決議ご通知」はこちら 

以上 

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/pdf/toushi/ir/soukai/2021-soukai-ketsugihoukoku.pdf


2021年６月25日
株 主 各 位

千葉市美浜区幸町二丁目１番２号

取締役頭取 梅 田 仁 司

第99回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当行第99回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されま
したのでご通知申しあげます。

敬　具
記

報 告 事 項 １．第99期 (2020年 4 月 1 日から2021年 3 月31日まで) 事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。

２．第99期 (2020年 4 月 1 日から2021年 3 月31日まで) 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　　本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第２号議案 取締役９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青柳俊一、梅田仁司、松丸隆一、立野
嘉明、神田泰光、白井克己、戸谷久子、山田英司、杉浦哲郎の各氏が再選され、そ
れぞれ就任いたしました。
なお、戸谷久子、山田英司、杉浦哲郎の各氏は社外取締役であります。

第３号議案 監査役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に加藤重人、横山均の各氏が再選、菊川
隆志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、菊川隆志氏は社外監査役であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に米倉偉之氏が選任されました。
なお、米倉偉之氏は、社外監査役の補欠であります。

第５号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
承認可決された変更後の定款は、次のとおりであります。
1．変更の理由
（1）昨今のコーポレートガバナンスの高度化を背景とした社外役員の増加に加

え、コロナ感染拡大を機とした働き方の変化やＢＣＰ発生時の通信遮断環境
下における取締役会開催など、取締役会の運営の一層の効率化を図ることを
目的に、今般「取締役会の決議の省略」（いわゆる「書面開催」等）を導入
することとするため、第40条（取締役会の決議）の一部を変更し、併せて将
来的に取締役会の電磁的記録を導入する際に備え、第41条（取締役会の議事
録）を追加いたしました。

（2）上記の規定の追加に伴い、条数等の変更を行いました。

2．変更の内容
　 変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)
変 更 前 変 更 後

第1章　総　則 第1章　総　則
第１条～第５条　（条文省略） 第１条～第５条　（現行どおり）

第２章　株　式 第２章　株　式
第６条～第10条　（条文省略） 第６条～第10条　（現行どおり）

第２章の２　優先株式 第２章の２　優先株式
第11条～第23条　（条文省略） 第11条～第23条　（現行どおり）

第３章　株主総会 第３章　株主総会
第24条～第30条　（条文省略） 第24条～第30条　（現行どおり）

第４章　取締役および取締役会 第４章　取締役および取締役会
第31条～第39条　（条文省略） 第31条～第39条　（現行どおり）

－ 2 －



変 更 前 変 更 後
第40条（取締役会の決議）

　取締役会の決議は、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役の過半数が出
席し、その取締役の過半数をもってす
る。

第40条（取締役会の決議）
　取締役会の決議は、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役の過半数が出
席し、その取締役の過半数をもってす
る。
２　前項にかかわらず、取締役が取締役会
の決議の目的である事項について提案
をした場合において、議決に加わること
ができる取締役の全員が書面または電
磁的記録により当該提案に同意し、かつ
監査役が異議を述べないときは、当該事
項を可決する旨の取締役会の決議があ
ったものとみなす。

（新　　設） 第41条（取締役会の議事録）
　取締役会の議事録は、法令で定めると
ころにより書面または電磁的記録をも
って作成し、出席した取締役および監査
役は、これに署名もしくは記名押印し、
または電子署名を行う。

第41条　（条文省略） 第42条　（現行どおり）
第5章　監査役および監査役会 第5章　監査役および監査役会

第42条～第49条　（条文省略） 第43条～第50条　（現行どおり）
第6章　計算 第6章　計算

第50条～第53条　（条文省略） 第51条～第54条　（現行どおり）

第６号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額200百万円以内に改定す
ることといたしました。
なお、取締役の報酬額に使用人兼務取締役の使用人としての給与および賞与は含ま
ないものとし、支給時期や個別の報酬額は、取締役会に一任することといたしまし
た。

第７号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
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なお、本議案は「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）および
「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（令和二年法務省令第52号）の施行に
伴い、株式報酬型ストックオプション等に関する株主総会決議事項が明確化された
ことを踏まえ、改めて、株式報酬型ストックオプションの具体的な内容につき承認
をお願いし、承認可決されたものであり、株式報酬型ストックオプションの具体的
な内容について、実質的な変更を加えるものではございません。

以　上

　取締役については、本総会終了後開催された取締役会の決議により、監査役については、本総
会終了後開催された監査役会の決議により、次のとおりとなりました。

取締役会長（代表取締役） 青 柳 俊 一
取締役頭取（代表取締役)・CEO 梅 田 仁 司
取締役副頭取（代表取締役)・COO 松 丸 隆 一
専務取締役 立 野 嘉 明
常務取締役 神 田 泰 光
常務取締役 白 井 克 己
取 締 役（社外取締役） 戸 谷 久 子
取 締 役（社外取締役） 山 田 英 司
取 締 役（社外取締役） 杉 浦 哲 郎
常勤監査役 加 藤 重 人
常勤監査役 横 山 　 均
監 査 役（社外監査役） 坂 本 淳 一
監 査 役（社外監査役） 菊 川 隆 志

配当金のお支払について

　配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払申しあげます。
１．配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行また
は郵便局等の窓口にてお受け取りください。
※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社にてお手続きください。

２．口座振込をご指定の方
同封の配当金関係書類をご確認ください。
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